
鳥栖市都市計画マスタープラン案〈概要版〉

都市計画マスタープラン策定の背景と目的

鳥栖市都市計画マスタープラン（都市計画法第18条の２「市町村の都市計画に関する基本的

な方針」）は、将来の都市づくりの指針として、目指すべき都市像と取り組みの方向性を示し、行政

と住民がそれらを共有しながら実現していくことを目的としたものです。

都市計画マスタープランの役割

① 都市の将来像を示します

概ね20年後を見据えつつ、まちの特性や課題を把握し、長期的視点に立って本市の将来の姿

や実現に向けた方向性を示します。

② 都市計画の方針となります

土地利用、市街地整備、交通体系、自然環境、都市施設、防災・防犯といった都市計画に関す

る基本的な方針を定め、個別の都市計画決定・変更や個別の事業を進める際の指針となります。

③ 協働の都市づくりへの理解を深めます

市民、行政、事業者など多様な主体が都市の課題や方向性を共有することにより、都市計画

の決定や各種の施策・事業を円滑に進めることが期待できます。

位置づけ

本計画は、上位計画である「鳥栖市総合計画」「鳥栖基山都市計画区域の整備、開発及び

保全の方針（都市計画区域マスタープラン）」に即すとともに、市の関連計画との整合を図りな

がら定めます。

対象区域、計画期間・目標年次

本計画は、本市の長期的な都市計画の方針を示すことであることから、計画対象区域は、鳥栖市

全域（71.72 k㎡）とします。

本計画に示す都市計画及び都市づくりには長い時間を要することから、概ね20年間を計画期間とし、

目標年次は2040年度（令和22年度）とします。

上位計画

鳥栖市都市計画マスタープラン

関連計画

鳥栖市地域防災計画

鳥栖市公共施設等総合管理計画

“鳥栖発”創生総合戦略

鳥栖市環境基本計画

鳥栖市地域公共交通網形成計画

など

鳥栖市生活排水処理基本計画

都市計画区域マスタープラン
（佐賀県策定）

即す

即す即す

個別の都市計画

鳥栖市総合計画

整合 即す

地域地区に関する計画
（用途地域、防火地域など）

都市施設に関する計画
（都市計画道路、都市公園など）

地区計画等の計画

市街地開発事業に関する計画
（土地区画整理事業、市街地再開発事業など）

▼鳥栖市都市計画マスタープランの位置づけ

 抜群の交通利便性を誇る「九州のクロスポイント」「産業都市」としての鳥栖市のポテンシャル（強み）を更に高めます。

 現在の市街地のまとまりや蓄積された都市基盤を活かし、周辺の集落や田園、里山などの自然空間とも調和した市街地を形成します。

 鳥栖市が将来にわたって活力を維持していくため、まちを支える市民一人ひとりが輝く、快適で魅力的な住みやすいまちを目指します。

将来都市像

方針１ 便利で快適なまち

 計画的な土地利用を推進し、コンパクトで良好な都市環境を形成します。

 道路・公共交通ネットワークを強化し、市内外の移動を円滑化します。

 生活基盤整備や空き家等の利活用により、快適な居住環境を整えます。

方針２ 活力と賑わいのあるまち

 鳥栖駅・新鳥栖駅を中心とした賑わい拠点を形成します。

 新たな産業団地の整備と企業誘致により、働く場を確保します。

 市街地や観光資源等との回遊性を高め、人の交流を活発化します。

方針３ 自然と共生するまち
 農地や山林などの自然環境を適切に保全し、自然と調和した生活や生

産機能を維持します。

 自然・歴史・文化など地域資源の魅力を高め、広域的な観光交流を促

進します。

 豊かな緑の空間と水辺環境をつなぐ、水と緑のネットワークを形成します。

方針４ 人にやさしいまち
 市民の生活と財産を守る災害に強い都市基盤を整備します。

 安全で安心して暮らせる事故や犯罪のない環境を整えます。

 文化活動やスポーツに親しむ環境を整えます。

将来都市構造

▼将来都市構造とは 

都市構造とは 都市の特徴や骨格を概念的に表すもの 

拠点とは 都市の中で諸機能が集積し中心的な役割を果たす地区を示すもの 

軸とは 都市の主要な動線を示すもの 

ゾーンとは 主な土地利用を示すもの 
 
▼拠点 

 拠点名 内容 

 
 にぎわい中心拠点 

日常生活に密着した商業・業務機能とともに、スポーツや交流
などの機能を有する市の中心拠点 

 広域交流拠点 観光やビジネスなどの広域的な交流を促進する拠点 

 観光交流拠点 広域的な集客を活かした交流拠点 

 自然・レクリエーション拠点 豊かな自然を活かし、休息・余暇を楽しむ機能を有する拠点 

 工業・流通業務拠点 工業・流通業務機能が集積する拠点 

 
▼軸 

 軸名 内容 

 都心軸 にぎわい中心拠点と広域交流拠点を結ぶ、市の中心部となる軸 

 都市内連携軸 市内の拠点や施設などを結び、交流や連携を図る軸 

 産業軸 工業・流通業務拠点と主要幹線道路を結ぶ軸 

 広域連携軸 他都市と広域的に結び、都市間の交流や連携を図る軸 

 

環境軸 
（水と緑のネットワーク） 

河川や緑地などの良好な自然環境・景観が連続する、都市と
自然を結ぶ軸 

 
▼ゾーン 

 ゾーン名 内容 

 市街地ゾーン 
主に市街化区域を対象とし、居住、商業・業務、工業など一定
の人口・都市機能が適正に配置されたゾーン 

 森林ゾーン 
主に市街化調整区域の山間部を対象とし、豊かな自然や歴史
資源を保全・活用するゾーン 

 

田園ゾーン 
主に市街化調整区域の農村部を対象とし、豊かな田園環境を
保全するとともに、集落の維持・活性化を図るゾーン 

 

P.1

▲将来の都市構造

都市と自然が調和し、人が輝く快適なまち

全体構想都市計画マスタープランとは



全体構想－分野別方針

市街地整備の方針

○鳥栖駅と新鳥栖駅を結ぶ都心軸に沿って都市機能を集中的に配置することで、人・モノ・

情報が活発に行き交う市街地の形成を図ります。

○鳥栖駅周辺は、商業・業務機能をはじめとする都市機能の誘導とあわせて、駅周辺に点

在する施設間の回遊性を高めることによって、市の中心地として賑わいある拠点の形成を

目指します。

○新鳥栖駅周辺は、九州全域を視野に入れた本市の玄関口であり、九州各地はもとより

関西方面からも多くの人が集まる広域交流拠点として、地域特性を活かした魅力ある拠

点の形成を目指します。

※長年の懸案事項である東西市街地の連携強化については、鉄道高架連続立体交差

化事業の白紙撤回及び橋上駅と自由通路による鳥栖駅周辺整備事業の断念を踏ま

えたうえで、実現可能な方策の検討が必要です。

自然環境の方針

○市街化に伴う生活利便性の向上や産業活動の活性化とのバランスを図りつつ、

市街地を取り囲む本市の特徴ある貴重な自然環境の保全・活用を図るとともに、

自然景観や史跡・文化財等の地域資源を活用し、自然や歴史、伝統文化を身

近に感じる市街地の形成を図ります。

都市施設の方針

○既存の都市施設を維持・改修しながら持続可能な都市経営を図るとともに、

長期的な視点に立った施設の最適な配置を検討します。

○生活道路は、低炭素社会の実現と超高齢社会に対応するため、歩行者・自

転車・自動車が安全で安心して通行できる道路環境の整備・改善を図ります。

○都市公園等は、だれもが利用しやすい公園・緑地の整備、適正配置、バリア

フリー化等により、全ての人や自然にやさしい緑の環境づくりに取組みます。

○河川は、災害から市民の生命、財産を守るため、流域全体を視野に入れた

総合的な治水対策に取組みます。

○上下水道施設は、市民生活を支えるライフラインとして、安全な飲用水を市民

に安定して供給するとともに、生活排水を適正に処理するため、上下水道施設

の計画的な整備・更新を行い、安定的かつ効率的な上下水道サービスを提供

します。

○市庁舎は防災拠点施設としての機能を備えた新たな施設の整備を進めます。

○次期ごみ処理施設は、資源循環型社会の形成に資する、安全かつ安定性に

優れた施設の整備を進めます。

○小・中学校、公営住宅その他の主要な公共施設は、適正に維持管理・修繕

・更新を実施し、将来にわたって持続可能な施設運営を目指します。

◆都市計画制度等の活用

◆都市づくりの取り組み体制

防災・防犯の方針

○市民の防災意識の向上とともに、自然災害等の発生が懸念される危険箇所の

解消など、災害を未然に防ぐ都市基盤の整備に取組み、災害発生時には被害

を最小限に抑え、迅速な救助活動や復旧活動ができる災害に強い都市づくりを

目指します。

○市民の生命と財産を犯罪から守り、安心して日々の暮らしを送ることができるよう、

警察等の関係機関や地域と連携し、防犯意識の啓発や子どもの安全を見守る

活動に取組むとともに、犯罪の発生を抑制する都市空間の形成を図り、犯罪の

起きにくい都市づくりを目指します。

全体構想や地区別構想で位置付けた都市づくりの実現に向けて、各分野の主

な施策や事業を「都市づくりプログラム」とし、その実現に向けた取組を推進します。

プログラムは、短期（概ね５年）、中長期（概ね10年～20年）に区分して示

しています。

本計画の実現に向けては、都市計画に加え、農林、商工、環境、防災など、

様々な分野の関連施策と連携し、総合的な視点で計画的に都市づくりを進め

ていきます。

都市計画法をはじめとする各種法令、制度等を活用することにより都市づくりを

推進します。

◆協働による都市づくり

都市づくりの推進

都市づくりプログラム

○無秩序な市街地の拡大を抑制しつつ、市街地内における都市機能の適正な配置とまちな

か居住の誘導によるコンパクトで効率的な市街地の形成を図ります。

○コンパクトで効率的な市街地の形成に向けて、引き続き区域区分（線引き）を維持し、

適切な用途地域による計画的かつ健全な土地利用を進めます。

○市街化区域は、低・未利用地の有効活用や空き家等及び跡地の活用促進に取組むとと

もに、都市機能の適正な配置や建築等の適切な誘導により、市街地の居住密度の維持・

向上、生活サービスの維持・確保、地域特性に応じた快適な居住環境の形成を図ります。

○市街化調整区域は、農地や山林等の自然環境を適切に保全し、原則として市街化を抑

制しますが、鉄道駅やインターチェンジ周辺、学校周辺等の拠点性が高い一定の区域につ

いては、必要に応じて都市的土地利用への転換を図るため、拠点性を考慮した地区計画

制度の運用や既存集落の維持・活性化を目的とした開発許可制度の運用を検討します。

土地利用の方針

交通体系の方針

○幹線道路は、九州における広域交通結節点、広域物流拠点という広域的な役割を更

に高めるため、周辺都市との生活面、産業面、観光面にわたる多様な連携・交流を進め

るとともに、市内各地区や主要拠点等を結ぶ道路ネットワークの連携強化を図ります。

○公共交通は、交通利便性の向上や高齢者等の移動手段確保のため、鉄道やバス等

の総合的な公共交通ネットワークの形成を図ります。

都市計画マスタープランに基づく都市づくりを実現するために、市民、事業者等、

行政が主体として、それぞれの役割を理解し、協働による都市づくりを進めます。

このため、都市計画に関する制度や事業等の情報発信に努め、マスタープラン

への理解を図り、市民や事業者等が参画できるよう環境整備に取り組みます。

鳥栖市都市計画マスタープラン案〈概要版〉



弥生が丘地区のまちづくりの基本方針

地区別構想

地域区分の考え方

地区別構想では、地区ごとに異なる特性や課題を整理するとともに、全体構想で位置づけた都市づくりの方針を踏まえ、地区ごとのまちづくりの方針を示します。地区別構想における区分は、身近な生活圏である小学校区を単位とした市内８地区を基本として以下のように

設定します。各地区は、それぞれが生活に必要な都市機能をすべて備えた生活圏を形成するものではなく、地区ごとの特性を活かして都市機能を分担し、各地区が補完し合いながら充実した生活圏を形成することを目指します。
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交通混雑の緩和及び

商業・業務機能の充実

（国道34号）

最適な道路ネットワークの形成

（(都)飯田蔵上線）

中央公園の

機能充実

都市機能の集積

市民公園一帯の文化・スポーツに親しめる

環境の整備

交通結節機能の維持・向上

中心市街地の賑わい創出

密集市街地の居住環境の改善

最適な道路ネットワークの形成

（(都)田代駅古賀線）
最適な道路ネットワークの形成

（(都)久留米甘木線）

交通結節機能の

維持・向上

史跡・文化財の

整備活用

不法投棄防止対策

（鳥栖ＩＣ付近）

最適な道路ネットワークの形成

（(都)鳥栖駅田代線）

交通混雑の緩和及び

商業・業務機能の充実

（国道34号）

浸水想定区域の

防災対策

交通混雑の緩和及び

工業・流通業務機能の維持・向上

（国道３号）

◎ 計画的な土地利用を促進し、周辺環境と調和したゆとりある居住環境を整える

◎ 円滑な道路ネットワークを形成し、市内拠点間・都市間の連携を強化する

◎ 自然・歴史・文化など、地域資源の魅力を高め、広域的な観光交流を促進する

◎ 鳥栖駅を中心に、都市機能が充実した賑わいのある拠点を形成する

◎ 生活基盤の充実や空き家等の利活用により、安全で快適な居住環境を整える

◎ 公園・緑地等の機能充実により、市民生活の安定と向上を図る

鳥栖地区のまちづくりの基本方針

◎ 計画的な土地利用を推進し、快適で落ち着いた居住環境を整える

◎ 市街地や観光資源等との連携を強化し、来訪者の回遊性を高める

◎ 公園・緑地等の機能充実により、憩いとふれあいの空間を形成する
レクリエーション機能の充実

（東公園）

土砂災害への

警戒・対応

良好な居住環境の形成

（弥生が丘地区計画）

中心市街地や

周辺観光地への波及効果の向上

交通結節機能の

維持・向上

レクリエーション機能の充実

（田代公園）

交通混雑の緩和

（(主)久留米基山筑紫野線）

鳥栖北地区のまちづくりの基本方針

田代地区のまちづくりの基本方針

最適な道路ネットワークの形成

（(都)酒井西宿町線）

交通混雑の緩和及び

商業・業務機能の充実

（国道34号）

交通結節機能の維持・向上都市機能の集積

密集市街地の居住環境の改善

雨水排水対策

良好な自然環境の保全

浸水想定区域の防災対策

新産業エリアへの

アクセス性向上

（(一)中原鳥栖線）

交通混雑の緩和

（(主)久留米基山筑紫野線）

中心市街地の賑わい創出

◎ 鳥栖駅を中心に、都市機能が充実し

た賑わいのある拠点を形成する

◎ 計画的な土地利用を推進し、生活に

便利な居住環境を整える

◎ 良好な自然・田園環境を保全し、自

然と調和した生活や生産機能を維持

する



地区別構想

旭地区のまちづくりの基本方針
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自然環境の保全・活用

開発許可制度の運用

（集落の維持・観光振興）

土砂災害への警戒・対応

不法投棄防止対策

（高速道路側道）

良好な居住環境の

形成・維持

交通混雑の緩和及び

商業・業務機能の充実

（国道34号）

（都）久留米甘木線の計画的な整備

交通混雑の緩和及び

商業・業務機能の充実

（(主)久留米基山筑紫野線）

レクリエーション機能の充実

（河内防災ダム一帯）

レクリエーション機能の充実

（四阿屋周辺）
自然環境の保全・活用

開発許可制度の運用

（集落の維持・観光振興）

土砂災害への警戒・対応

交通混雑の緩和及び

商業・業務機能の充実

（(主)久留米基山筑紫野線）

都市機能の集積

拠点性を活かした

市街地の形成

交通結節機能の

維持・向上

レクリエーション機能の充実

（御手洗の滝周辺）

浸水想定区域の

防災対策

レクリエーション機能の充実

（朝日山公園）

交通混雑の緩和及び

工業・流通業務機能の維持・向上

（国道34号）

雨水排水対策

（西田川の河川改修事業との連携）

交通結節機能の

維持・向上

浸水想定区域の

防災対策

西田川の改修

不法投棄防止対策

（佐賀競馬場周辺）

◎ 計画的な土地利用を推進し、自然と調和した居住環境を整える

◎ 魅力的な地域資源を保全・活用し、広域的な観光交流を促進する

◎ 災害に強い都市基盤を整備し、安全で安心して生活できる環境を整える

◎ 計画的な土地利用を推進し、安全でく

らしやすい居住環境を整える

◎ 円滑な道路ネットワークを形成し、市内

拠点間・都市間の連携を強化する

◎ インターチェンジの近接性を活かし、工

業・流通業務機能の維持・向上を図る

麓地区のまちづくりの基本方針
◎ 新鳥栖駅を中心に、広域的な交流と賑わいのある拠点を形成する

◎ 自然・歴史・文化など、地域資源の魅力を高め、広域的な観光交流を促進する

◎ 豊かな緑の空間と清らかな水辺環境を保全し、自然に親しめる環境を整える

若葉地区のまちづくりの基本方針

◎ 良好な自然・田園環境を保全し、自然と調和した生活や生産機能を維持する

◎ 円滑な道路ネットワークを形成し、市内拠点間・都市間の連携を強化する

◎ 災害に強い都市基盤を整備し、安全で安心して生活できる環境を整える

交通結節機能の

維持・向上

（都）永吉高田線の事業推進

（国道３号鳥栖拡幅）

交通混雑の緩和及び

工業・流通機能の維持・向上

（国道３号）

不法投棄防止対策

（高速道路側道）

・味坂ｽﾏｰﾄｲﾝﾀｰﾁｪﾝｼﾞ

（仮称）の整備

・アクセス道路の整備

浸水想定区域の

防災対策

(都)高田赤川線の事業推進

（国道３号鳥栖久留米道路）

基里地区のまちづくりの基本方針


